

様式第３号(第７条関係)

泉佐野市ＡＥＤ設置等事業費補助金交付決定通知書

第　　　　　号　
年　　月　　日　


　　　　　　　　　　　様

泉佐野市長　　　　　　　　　　　印　

　　年　　月　　日付けで申請のあった　　　　年度泉佐野市ＡＥＤ設置等事業費補助金については、同補助金交付要綱第７条の規定により、次のとおり交付することに決定したので通知します。
	補助金交付決定額
	円　

	交付の条件
	（1）設置したＡＥＤの日常点検等を実施する者として「点検担当者」を配置し、日常点検等を実施させること。日常点検等とは、ＡＥＤ本体のインジケーターのランプの色や表示により、ＡＥＤが正常に使用可能な状態であることを日常的に確認すること及び電極パッドやバッテリの交換時期を日頃から把握し、適切に交換することをいう。
（2）平成１９年３月３０日付け医政発第0330007号厚生労働省医政局指導課長通知「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置者登録に係る取りまとめの協力依頼について」によるＡＥＤの設置場所登録について、ＡＥＤの設置場所に関する情報を製造販売者等を通じて財団法人日本救急医療財団に登録すること。
（3）ＡＥＤを新たに設置又は耐用期間が終了したＡＥＤを交
　 換した後、速やかに町会等の住民を対象としたＡＥＤの使用
　 に関する講習会を実施すること。





	備　　　　　考
	



